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 宝塚市農業委員会 

 第２４期 宝塚市農業委員会 令和２年第５回議事録 

 

１．日  時  令和２年（2020年）１１月２０日（金）14時 00分～14時 40分 

２．場  所  宝塚市役所 特別会議室 

３．委員定数  １３人 

 

４．出席委員  １１人 

１番 

２番  ３番  ５番 

６番 

７番 

平塚 三郎 

今里 淺一 

阪上 勝弥 

中西 瞳 

阪上 秀一 

塚本 俊昭 

８番 

９番 

１０番 

１２番 

１３番 

中西 惠子 

平井 公雄 

林 五郎 

嶽 広行 

篠木 秀夫 

 

５．欠席委員   

４番 山添委員   、 １１番 平井委員 

 

６．農地利用最適化推進委員定数 ５人 

 

７．出席農地利用最適化推進委員 ４人  
阪上 榮造 

辻井 利全 

東 勉 

   福井 仁  

 

８．欠席農地利用最適化推進委員          和田委員 

 

９．事 務 局   

事務局長 岡田 進、係長 木村 晴彦、事務職員 鈴木 恒、東久保 美圭 

 

１０．議  題 

議案第 ９号   非農地証明願の件 
議案第１０号   農地法第３条第１項の規定による許可申請の件 

議案第１１号   生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件 

報告第１４号   農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件 

報告第１５号   農地法第５条第１項第７号の規定に準じた届出の件 

報告第１６号   認定電気通信事業者から農地の一時使用終了の届出の件 

報告第１７号   相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証
の件   
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令和２年 第５回宝塚市農業委員会 総会                         日時：令和２年１１月２０日 
開会 午後２時００分 

 

○林会長 ただいまから第２４期宝塚市農業委員会令和２年第５回総会を開催いたします。  本日の欠席者は、４番の山添委員、１１番の上田委員、そして推進委員では和田推進委員
さんが欠席でございます。よって、第５回総会は成立しております。  本日の議事署名人は９番平井委員、１２番嶽委員のお二人にお願いいたします。  それでは、議案審議に入りたいと思います。  事務局長から諸般の御報告をお願いいたします。 

○事務局長 （諸般の報告） 

○林会長 御報告の中で、何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようでございますので、それでは、議案審議に移ります。  議案第９号、非農地証明願の件を議題といたします。  事務局、御説明願います。 

〇事務局 議案第９号、非農地証明願の件。別紙のとおり、非農地証明願がありましたので
御審議願います。令和２年１１月２０日 宝塚市農業委員会会長 林五郎。  願出人が（住所）、（氏名）さん。土地の所在地番が御殿山（地番）と（地番）、地目が
畑、地積が３１㎡と８．２５㎡。所有者は共有名義で（氏名）さんと（氏名）さんとなって

おります。農地でなくなった時期と現況につきまして、昭和６０年以前に宅地と公道として

利用されていたということです。証明を必要とする理由が地目変更登記のため。その他、昭

和６０年の都市計画図面を頂戴しております。  位置図につきましては３ページ、小さい部分なんですけれども、黒く囲いをしております
２筆が該当地となっております。  続きまして２番まいります。願出人、（住所）、（氏名）さん。土地の所在地番は平井（地
番）、地目が畑、地積が２２１㎡、所有者が（氏名）さん。農地でなくなった時期と現況、

昭和３８年頃より宅地として利用されていたということです。証明を必要とする理由が地

目変更登記のため。その他、平成３年の都市計画図を頂戴しております。  位置図につきましては、（個人情報）にある斜線部となっております。 

○林会長 説明は終わりました。地区担当農業委員さんの御意見をいただきたいと思いま
す。  １の御殿山関係につきましては、篠木委員さん。 

〇篠木委員 特に問題はございません。 

○林会長 ２番の（地番）の関係、阪上勝弥委員さん。 

〇阪上委員 同じく問題はございません。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、採決したいと思います。  非農地証明願の件について、証明することに賛成の農業委員は挙手をお願いいたします。 
（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。出席者全員が賛成ですので、証明することといたします。  続いて、議案第１０号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の件を議題といたしま
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す。  事務局、御説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１０号、農地法第３条第１項の規定のよる許可申請の件。別紙のとおり、
農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、御審議願います。  申請人の譲受人が（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）。申請地所在地番が
大原野字福蔵（地番）、地目が田、地積９０９㎡。調査書等につきましては、後ほど御説明

させていただきます。権利の種類としましては賃借権。その他、新規就農者確保事業パイプ

ハウス設造とあります。  こちらのほうは、市の農政課の事業であります新規就農者確保事業の一環としまして、こ
ちらの農地にパイプハウスを建てて新規就農者に利用してもらうというものになります。

就農者に関しましては、この決定があり次第、後日、広報やホームページで募集させていた

だいて、利用者が決定するというふうに伺っております。また露地野菜等についても、あわ

せて近くの農地を借りて始めるということで伺っております。  ほかに、農地法第３条第２項第１号の政令ただし書、農地法施行令第２条第１項ロ（不許
可の例外・地方公共団体）とあります。こちら後ほど御説明させていただきます。  位置図につきましては、黒い囲いをしている部分となっております。  先ほど申し上げました不許可の例外というものの法律を抜粋させていただいております。  ３条の許可では、本来調査書というものをつけさせていただいていたんですが、それが今
回なかったものでお見せできないんですけれども、今まで譲渡人から譲受人に所有権の移

転や賃借権の設定をするときは、調査書というものをつけていました。それの理由といいま

すのが、法令上にこういった条件を満たしてないと許可はできませんよというものがござ

いまして、そういった部分を調査書という形で書かせていただいておりました。  ８ページの頭に「前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することがで
きない」とあります。こちらの前項というのが３条第１項の農地の権利移動、所有権の移転

でありますとか、賃借権の設定であることについての許可ということになります。それが次

の文章「ただし」というところから、こんなとき、こんなとき、こんなときは許可ができま

せんよという形で連なっているんですけれども、御覧いただきたいのは３条第２項の一番

最後から１段上の行、「並びに、第１号、第２号、第４号及び第５号に掲げる場合において

政令で定める相当の事由があるときはこの限りでない」とあります。この第１号、第２号、

第４号及び第５号といいますのが、今まで調査書で確認しておりました全部効率利用であ

りますとか、農地所有適格法人、あと農作業常時従事が何日間ありますとか、あと第５号の

ほうで下限面積等の確認をしておりました。  こちらの該当農地は西谷地域になりますので、下限面積が３０ａ、３，０００㎡となって
いるんですけれども、申請を見ていただくと９０９㎡しかないとなっております。本来であ

れば、その時点で許可は下ろせませんよというふうになるんですけれども、政令で定める相

当の事由があるということで、申請が可能になっております。  その下に「農地法施行令第２条第１項ロ」とあります。こちらのほうが政令で定める相当
の事由がどんなものかというのを抜粋して上げさせていただいております。片仮名のロが

書かれている部分を御覧いただきますと、「地方公共団体がその権利を所得しようとする農

地または採草放牧地を公用または公共用に供すると認められること」とあります。このロの

部分が、宝塚市が賃借権を設定するということにおいて当てはまるということで、今回申請
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を上げさせていただいております。 

○林会長 説明は終わりました。地区担当農業委員の御意見を伺いたいと思います。  中西委員。 

〇中西委員 特に問題はありません。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、採決したいと思います。  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件について、許可することに賛成の農業委
員は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 全員が賛成ですので、許可することといたします。  続いて、議案第１１号、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件を議題といたしま
す。  事務局、御説明お願いいたします。 

〇事務局 議案第１１号、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件。別紙のとおり、
生産緑地法第１０条の規定による「農業の主たる従事者」の証明願がありましたので、御審

議願います。  申請者が（住所）、（氏名）さん。申請地所在地番が中筋（地番）、ほか２筆、地目が全
てで３筆あるんですが、畑と田で分かれております。地積が３筆合わせて２，００９㎡、耕

作者、（氏名）さん。証明する従事者、（氏名）さん。申請理由が故障による。事実の発生

日が令和２年９月１８日。その他、登記事項証明書をいただいておりますのと、あと申請地

が御覧になっている以下の３筆となっております。また、農会長・農業委員からの証明書を

いただいているのと、あと医師から（（個人情報）という診断でいただいております。また、

令和２年１０月１５日に事務局が（氏名）さんと面談しております。理由書もいただいてお

りまして、その他の生産緑地、今回は３筆なんですけれども、生産緑地を残り１０筆お持ち

でして、申請者の子が主たる従事者に変更して引き続き営農するというふうに伺っており

ます。  位置図につきましては１１ページと、次のページ１２ページにあります３筆でして、１２
ページのところに（地番）、（個人情報）していくと伺っております。 

○林会長 説明は終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  今里委員。 

〇今里委員 特に問題ないと思います。 

○林会長 ありがとうございます。  その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、採決いたします。  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件について、証明することに賛成の農業委
員は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 全員が賛成ですので、証明することといたします。  続いて、報告事項に移ります。  報告第１４号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件を報告いたします。  事務局、説明をお願いします。 
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〇事務局 報告第１４号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件。別紙のとおり、
農地法第４条第１項第８号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものにつ

いて報告します。令和２年１１月２０日 宝塚市農業委員会会長 林五郎。  届出者、（住所）、（氏名）さん。届出地、安倉南（地番）、（地番）。（地番）が田、
（地番）が畑。（地番）が２２０㎡、（地番）が１２６㎡です。耕作者は（氏名）さん。転

用目的は露天駐車場１１台分。造成期間は令和２年１１月２０日から２０日間、建設期間は

令和２年１２月１０日から１０日間。施設はございません。その他としまして、水利組合同

意書が添付されております。  位置図１５ページをお願いします。向かいで市民農園を開設されていますが、今回はその
開設者の所有農地の届出でございます。  計画については１６ページ、１７ページになります。 

○林会長 報告は終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  塚本委員。 

〇塚本委員 問題はありません。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、続いて報告事項第１５号、農地法第５条第１項第７号の規定に準
じた届出の件を報告いたします。  事務局、御説明お願いいたします。 

〇事務局 報告第１５号、農地法第５条第１項第７号の規定に準じた届出の件。別紙のとお
り、農地法第５条第１項第７号の規定に準じた届出があったもののうち、専決処分したもの

について報告します。令和２年１１月２０日 宝塚市農業委員会会長 林五郎。  通常、転用になると受理後、農地台帳から消去することになるんですが、一時的に使用す
る目的であり、使用後は農地に復旧することができるものについて、農地法５条の規定に準

じた届出を提出してもらうことになりました。一時転用終了のときには終了届を提出して

いただき、農地復旧を確認することになります。平成２１年の農地法の準用の通知によりま

すと、一時的な利用の期間は、当該一時的な利用の目的を達成することができる必要最小限

の期間を言うということで、基本的には３年以内が一時的な利用とされています。今回の届

出につきましても県と協議して、届出書を提出してもらうことになりました。  届出者、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）さん、ほか１名。届
出地、玉瀬字川端（地番）、地目、田、７８０㎡のうち約２００㎡。耕作者は現在ございま

せん。転用目的は工事事務所・資材置場・駐車場。造成期間はございません。建設期間は令

和２年１２月１日から令和３年３月３１日。権利の種類は使用貸借権。譲渡人につきまして

は、（住所）、（氏名）さん、持分が２分の１、もう一方は（住所）、（氏名）さん、持分

が２分の１（個人情報）工事に伴う工事事務所、資材置場、駐車場の設置を目的としており

ます。  位置図につきましては、２０ページの囲っている部分が川端（地番）になりまして、ほ場
整備になりますので、区画が今は地図とは一致していません。そのうち２００㎡をお借りし

て、（個人情報）の改修工事の作業所ということになっております。 

○林会長 報告は終わりました。地区担当委員としては、私でございます。  これにつきましては、今事務局から御説明ありましたように、（個人情報）とその隣の（個
人情報）、もうこれも５０年、６０年ぐらいたった橋でございます。幅員の狭い橋。それを
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かけかえするという業者が工事資材の置場等々でお借りしたいというようなことで一時転

用をさせていただいたわけでございます。特にこれも問題ございません。  何かこれについて質疑等ございますか。  ないようでございますので、続いて報告第１６号、認定電気通信事業者から農地の一時使
用終了届の件を報告いたします。  事務局から説明いたします。 

〇事務局 報告第１６号、認定電気通信事業者による農地の一時使用終了届の件。別紙のと
おり、認定電気通信事業者から農地の一時使用終了の届出がありましたので報告します。令

和２年１１月２０日 宝塚市農業委員会会長 林五郎。  こちらにつきましては、農地の転用に関して許可不要、届出不要とされているものの中に、
認定電気通信事業者が有線電気通信用の施設等の敷地に供するために転用する場合とされ

ています。平成３１年１２月１９日に鉄塔部分とその仮資材置場が提出されました。このた

め事業計画書が提出され、その後一時的に使用されたものについて農地に復旧されたため、

農地に復旧した後の提出を受けたものであります。  届出者、（住所）、（氏名）。届出地、安倉中（地番）、（地番）、それぞれ田、地積は
７００㎡と１６㎡です。耕作者は、現在はもう所有者に戻っております。以前はおられませ

んでした。転用目的は作業用バックヤード。造成期間はございません。権利の種類は賃借権。

地権者の同意もございました。（地番）と（地番）は、平成３１年２月１９日付、作業用ヤ

ードとして一時転用、賃借権契約の提出を受理しました。令和２年９月２３日をもって農地

に復旧したため終了届出の提出を受けました。  位置図につきましては、２３ページになります。 

○林会長 報告は終わりました。地区担当委員さんの意見を聞きたいと思います。  塚本委員。 

〇塚本委員 ここは御本人さんと話をさせていただきまして、水を入れて代掻きみたいな
ことをして、一応農地として使えるということを確認しましたということをいただいてお

ります。特に問題はないと思います。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようでございますので、最後に報告第１７号、相続税の納税猶予に関する引き続
き農業経営を行っている旨の証明の件を報告いたします。 

〇事務局 報告第１７号、相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の
証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等

に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので、報告します。令和２年１１月２

０日 宝塚市農業委員会会長 林五郎。  相続税納税猶予引き続き農業経営を行っている旨の証明、事項が１から１０までありま
す。１番から順番に御説明させていただきます。  １番、申請人、（住所）、（氏名）さん。経営期間が平成２９年１０月１３日から令和２
年１０月１４日。耕作面積は７３３㎡。納税猶予農地の筆数ですが、自作地、安倉中（地番）

ほか３筆、合計４筆。面積が自作地７３３㎡、合計７３３㎡。証明年月日が令和２年１０月

１４日。願出地の詳細につきましては、割愛させていただきます。  続きまして２番、申請人が（住所）、（氏名）さん。農業経営期間が平成２９年１０月２
６日から令和２年１０月２日。耕作面積２７３㎡。中筋（地番）の１筆。面積が２７３㎡。



 宝塚市農業委員会 

証明年月日は令和２年１０月２日。  ３番、申請人、（住所）、（氏名）さん。経営期間が平成２９年１０月１８日から令和２
年１０月１３日。耕作面積は１，６３３㎡。下佐曽利字ワサ田（地番）、ほか４筆、合わせ

て５筆。面積が１，６３３㎡。証明年月日は令和２年１０月１３日。  続きまして４番、（住所）、（氏名）さん。経営期間が平成２９年１０月１２日から令和
２年１０月１３日。耕作面積が１，５０７㎡。中筋（地番）の１筆です。面積が１，５０７

㎡。証明年月日は令和２年１０月１３日。  ５番、（住所）、（氏名）さん。平成２９年１１月２２日から令和２年１０月１３日まで
の経営期間です。耕作面積５，２１４㎡。山本中（地番）、ほか１３筆、合わせて１４筆、

面積が５，２１４㎡。証明年月日は令和２年１０月１３日。  ６番、（住所）、（氏名）さん。経営期間が平成２９年１０月２５日から令和２年１０月
１３日。耕作面積は９４３㎡。山本東（地番）、ほか１筆、合わせて２筆、面積は９４３㎡。

証明年月日は令和２年１０月１３日。  ７番、申請人、（住所）、（氏名）さん。経営期間は平成２９年１０月２１日から令和２
年１０月１３日。耕作面積は３，５７４㎡。山本東（地番）、ほか８筆、合わせて９筆、面

積は合計３，５７４㎡。証明年月日は令和２年１０月１３日。  ８番、申請人、（住所）、（氏名）さん。経営期間は平成２９年１０月１１日から令和２
年１０月１３日。耕作面積は１，３９５．９７㎡。口谷西（地番）、ほか１筆合わせて２筆、

面積の合計が１，３９５．９７㎡。証明年月日は令和２年１０月１３日。  ９番、申請人が（住所）、（氏名）さん。経営期間は平成２９年１０月７日から令和２年
１０月１９日。耕作面積は７８８㎡。口谷東（地番）、ほか１筆合わせて２筆、面積は７８

８㎡。証明年月日は令和２年１０月１９日。  最後に１０番、申請人が（住所）、（氏名）さん。経営期間が平成２９年１０月２４日か
ら令和２年１０月５日。耕作面積は６３２㎡。山本野里（地番）の１筆。面積は６３２㎡。

証明年月日は令和２年１０月５日。  １０筆読み上げましたけれども、１番の位置図は２９ページ、２番の位置図が３０ページ、
３番の位置図が３１、３２、３３ページ、４番の筆が３４ページ、５番が３５、３６、３７、

３８ページ、６番が３９ページ、７番が４０、４１、４２ページ、８番が４３、４４ページ、

９番が４５ページ、１０番が４６ページに記載されております。 

○林会長 報告は終わりました。農業委員、推進委員で何かこの関係につきまして御意見、
御質問等ございますか。  特にないようでございます。以上で本日の議案３件、報告４件については、審議を終了い
たしました。  以上で、先ほど言いましたように議案３件、報告４件が終了いたしました。 
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